
682 単位 753 単位 828 単位 901 単位 971 単位

740 単位 811 単位 886 単位 959 単位 1029 単位

882 円 967 円 1,057 円 1,144 円 1,227 円

1,764 円 1,935 円 2,113 円 2,288 円 2,454 円

2,647 円 2,902 円 3,170 円 3,431 円 3,681 円

　

　

156 単位 169 単位 181 単位

　    限度として上記自己負担額に代えて２４６単位（日額）を算定します。

  ・　経口維持加算Ⅱ １００単位（月額）  ・　褥瘡マネジメント加算Ⅰ 　　　　３単位（月額）

  ＊ 上記の入院または外出した期間は、自己負担額に応じた居住費をご負担いただきます。

  ・　経口維持加算Ⅰ ４００単位（月額）  ・排せつ支援加算

  ＊ 介護職員処遇改善は月単位で計算するため、単位数が多少前後することがあります。

　　　１０単位（月額）

  ＊ その他、以下の加算等が適用される場合があります。

  ・　療養食加算 　　６単位（１食あたり） ・　退所前訪問相談援助加算 ４６０単位（月額）

要介護　５

　施設サービス費

　日常生活継続支援加算２ 46 単位

　看護体制加算Ⅰ１ 12 単位

特別養護老人ホーム　甲府城南ケアセンター　利用料金表

令和 8年 6月　現在

　基本利用料（日額）

要介護　１

　小計　　（A)

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ
（A)　×　0.176　＝　（B)

130 単位 143 単位

要介護　２ 要介護　３ 要介護　４

自己負担額
（A)＋(B)

負担割合３割

負担割合１割

負担割合２割

  ＊ 入居後３０日間に限り、初期加算として３０単位（日額）が加算されます。

     ３０日間を超える入院後の再入居も同様に加算されます。

  ＊ 入居期間中に入院または外出した期間の取り扱いについては、1ヵ月に６日（翌月まで及ぶ場合は１２日）を

　・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位(月額)

  ・　認知症行動・心理症状緊急対応加算

・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50単位(月額)

  ・　口腔衛生管理体制加算Ⅰ 　90単位（月額） ・　栄養マネジメント強化加算 11単位（日額）

２００単位（日額）　７日間を限度とする

  ・　若年性認知症入所受入加算 １２０単位（日額）

  ・　配置医師緊急時対応加算

深夜の場合　　　　　 1,300単位（１回あたり）

  ・　看取り介護加算Ⅰ

 亡くなられた日 1,２８０単位

早朝・夜間の場合　　 ６５０単位（１回あたり）

 亡くなられた日以前４５～３１日   ７２単位

 亡くなられた日以前３０～４日   144単位

 亡くなられた日前日及び前々日   ６８０単位



円 円 円

円 円 円

650 円 2,020 円

1,360 円 2,730 円

円 円 円

76,328 円 78,968 円 81,734 円 84,438 円 87,015 円

79,118 円 81,758 円 84,524 円 87,228 円 89,805 円

102,368 円 105,008 円 107,774 円 110,478 円 113,055 円

124,378 円 127,018 円 129,784 円 132,488 円 135,065 円

173,048 円 175,688 円 178,454 円 181,158 円 183,735 円

第３段階②

第3段階

　食費・居住費

合　計居住費

　日常生活費 　400円　（日額）　消耗品費、光熱費等含む

　理美容代 　実費

区分

第1段階

食　費

880

1,370 円
第3段階①

第3段階②

第3段階①

第3段階②

300 1,180

第４段階

第３段階①

　クリーニング代 　実費　（希望により業者依頼した場合）

＊　おむつ代及び洗濯代は、基本料金に含まれます。

＊　上記以外に入居者にご負担いただくことが適当であると認められる費用については

　教養娯楽費 　実費　（レクリエーションやクラブ活動の利用料金・材料費等）

第2段階 390

2,500

1,270

4,300第4段階 1,800

　健康管理費 （予防接種等） 　実費　（基本、インフルエンザの予防接種は全員行います）

　日用品費 　実費　（希望によって使用される日用品がある場合）

880

　医療処置に伴う消耗品費 　実費　（医療処置が必要な場合）

　その他の料金

　月額利用料金　（基本料1割負担）+（食費・居住費）+（日常生活費）×3１日分

　　 事前に入居者または代理人等のご了解を得た上で徴収します。

要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階

第２段階


